
 

 

【統計：茨城県警察ニセ電話詐欺対策室】被害額単位：千円 

※詐欺盗とは・・・隙を見てキャッシュカードを盗む窃盗の手口で、キャッシュカードをだまし取るオレオ 
レ詐欺と非常によく似た手口です 

※実質被害額：被害額にキャッシュカード手交型及びすり替え型におけるＡＴＭ引出（窃取）額を加えた額 

※24時間対応 

【被害防止のキーワード】 
◆ 「現金・キャッシュカードを預かる」は全て詐欺！ 
  ※ 警察官や銀行・郵便局員が取りに来ることは絶対にありません。 

◆ 「プリペイドカード型電子マネー『ギフト券』で料金払え」 
 は全て詐欺！ 

◆ 「携帯電話番号が変わった」と言って、お金を要求する 

息子や孫からの電話は全て詐欺！ 

携帯電話の 
番号が変わった。 医療費が還って

きます。 

お金を融資するため
には、手数料が必要
です。 

必ず値上がりします。 
選ばれた人しか買え
ません。 

お支払い頂かな
いと裁判になり
ます。 

キャッシュカードを

だまし取る手口が多

発しています。 

キャッシュカードを

他人に渡してはいけ

ません。 

茨城県警察本部生活安全総務課 


